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徳情個審答申第１５号

平成２９年３月２２日

徳島市長 遠 藤 彰 良 殿

徳島市情報公開・個人情報保護審査会

会 長 豊 永 寛 二

徳島市情報公開・個人情報保護審査会条例第２条第１項第３号の

規定に基づく諮問について（答申）

平成２９年１月１８日付介な発第５０号により徳島市長から諮問のありまし

た介護保険関係事務に係る特定個人情報保護評価書の件について、次のとおり

答申します。

結論

介護保険関係事務に係る特定個人情報保護評価書（全項目評価書）の変更

について、徳島県国民健康保険団体連合会への委託に関する再委託先におけ

る情報漏洩対策につき、再委託先の事務従事者、特に正社員でない派遣社員

等について、誓約書のみで済まそうとすることは、対策として不十分である。

最低でも、正社員の監視下等での作業とすべきと考える。それができなけ

れば再委託は行うべきではない。
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＜参考＞

（ 審 査 会 の 経 過 ）

年 月 日 審 査 会 の 経 過

平成２９年 １月１８日 実施機関から諮問書を受理。

平成２９年 ２月 ６日 介護保険関係事務に係る特定個人情報保護評価書
（28年度第１回審査会） （全項目評価書）の変更に関する概要説明及び質

疑応答を行った。

平成２９年 ３月 ３日 対応策に関する質疑応答及び答申案の検討を行っ
（28年度第２回審査会） た。

平成２９年 ３月２２日 答申案の検討を行った。
（28年度第３回審査会）
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